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小学校における教科担任制加配及び
英語専科指導加配に係る授業時間数の要件の見直し

１．提案内容
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⑴支障事例

➢ 小学校の教科担任制加配及び
英語専科指導加配については、
加配教員が受け持つ授業時間数に
要件（下限）が設定されている
（教科担任制：週20コマ、英語専科指導：週24コマ）

➢ 当県に多く立地する中山間地域・離島
の小規模校は、地域特有の事情により
上記要件を満たせず、
大規模校や都市部に配置が偏っている



１．提案内容

⑵加配教員の授業時間数の要件
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①小学校教科担任制加配

②小学校英語専科指導加配



１．提案内容

⑶提案当時の状況
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⇒ １学年２学級未満の比較的小規模な学校では
授業時間数の要件を満たすことが困難なため、

 加配教員の配置ができていない

規模 １学年２学級未満 １学年２学級以上
合計

（学級数） 5以下 6～11 12以上

配置校数 ０ ４ ２１ ２５

（割合） 16.0％ 84.0％

県内学校数 ６１ ９８ ３９ １９８

（割合） 80.3％ 19.7％



１．提案内容

⑶提案当時の状況
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１．提案内容

⑶提案当時の状況
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規模 １学年２学級未満 １学年２学級以上
合計

（学級数） 5以下 6～11 12以上

配置校数 ０ ６ １８ ２４

（割合） 25.0％ 75.0％

県内学校数 ６１ ９８ ３９ １９８

（割合） 80.3％ 19.7％

⇒ １学年２学級未満の比較的小規模な学校では
授業時間数の要件を満たすことが困難なため、

 加配教員の配置ができていない



１．提案内容

⑶当時の状況
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⑷課題

１．提案内容
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⑷課題

１．提案内容
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⑷課題

１．提案内容
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⑸当県の提案した解決策

１．提案内容
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➢小規模校についても、教科担任制、英語専科指導による
質の高い教育の提供ができることが重要

➢小規模校が多数を占め、かつ点在する当県では一律の時
間要件を満たすことが困難であるため、加配教員が受け持
つ時間数の緩和を行い、地域の実情に合わせた柔軟な配
置を可能とすること
 例：複数業務をする場合、移動時間を勘案し、コマ数を減じることを可とする等

➢上記の緩和によって、より柔軟な配置が可能となり、小規
模校においても質の高い教育を行う加配人材の配置・確
保が実現できる



２.提案の経過
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⑴共同提案の状況等

①共同提案団体（２団体）
 中国地方知事会
 日本創生のための将来世代応援知事同盟

②追加共同提案団体（１２自治体）
 茨城県、群馬県、石川県、京都府、岡山県、高知県
 宮崎県、羽後町（秋田県）、川崎市（神奈川県）、
 浜松市（静岡県）、八幡市（京都府）、大阪市

 【追加共同提案団体から示された主な支障事例】
・複数校を兼務することで指導時数を満たしており、学校間の移動時間も必要と
なるため、加配職員の負担が大きい
・山間・離島はないが、小規模校が点在しており、加配要件となるコマ数を確保
可能な学校に配置が偏る
小規模校においても学級担任の持ちコマ数の軽減や専門性の高い指導を確
保するため、要件の緩和が必要



➢ 既に提案団体がお示しするような、一定の弾力的運用も可
能としているところ。

➢ 「原則として、小学校高学年の対象教科を最大限優先するこ
ととしつつ、学校規模や地理的要因により、例えば、
・優先教科について小学校高学年での実施を前提として、持
ちコマ数に余裕がある場合に第３、４学年においても専科指
導を実施すること
・小規模校において、１人の専科指導教員が小学校高学年
の優先教科に加え、他の教科の専科指導員等を実施すること
等は可能とする。」

➢ 文部科学省としては、当該加配定数の政策目標に関わる基
本的な考えは維持しつつ、都道府県・指定都市が有効に活
用できるよう、引き続き現状の考え方の周知を行うこととしたい。

２.提案の経過
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⑵文部科学省からの第１次回答（一部抜粋）



➢ ご指摘の弾力的運用は、教科担任制推進分のみに係るものであっ
て、英語専科指導加配については、授業時間数要件（週24コ
マ）に係る配慮事項の記載はなく、実施授業時数の厳密な実績
報告が求められている。

➢ 小規模校においても英語専科指導による質の高い教育の提供が可
能となるよう、学級担任の持ち授業時間数の軽減を図りつつ、専科
指導が進められるような措置を、中山間地域の実態に即して検討い
ただきたい。

➢ また、教科担任制推進分については、確かにご指摘のような弾力的
運用が認められているが、当県小学校の８割を占める11学級以下
の小規模校において加配教員を配置できたのは４校に過ぎない現
状がある。

➢ 移動時間を勘案し、コマ数に参入可能とする、兼務校数の数により
コマ数を減じることが可能など、更なる緩和がなされることを希望する。

２.提案の経過
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⑶当県の第１次回答への見解（一部抜粋）



➢ 追加共同提案団体から同じ提案が複数でている
ことからも、現行の基準で中山間地域等の地理的、
人口的条件により加配条件が不利な地域に人材
が十分に行き渡ってない実態がうかがえるが、どう
受け止めているか。

➢ 加配定数の持ちコマ数の要件については、全国一
律ではなく、学校間の移動時間等を加味するなど
小規模校が点在する中山間地域等の特性にも配
慮し、地域間の教育格差が生じない基準を検討
すべきではないか。

２.提案の経過
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⑷提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点



小学校専科指導加配については、教員が複
数校での兼務を行う場合、学校間における移
動時間を考慮するなどの実情を踏まえた弾力
的運用を可能とする運用改善を行い、地方公
共団体に通知した。

（令和５年８月30日付け
 文部科学省初等中等教育局 財務課
 事務連絡）

３.提案の結果
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⑴文部科学省の対応方針（R5.12.22閣議決定）



３.提案の結果
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⑵運用改善の概要

⚫ 教科担任制加配については、英語専科指導加配

と同様に24コマを目標としつつ、地域の実情等も考

慮し、概ね20コマ程度優先教科を実施するよう努め

る。

⚫ 複数校での兼務を行う場合、教師の学校間にお

ける移動時間を考慮し、コマ要件を適切に定めるこ

と。（英語専科指導加配も同様。）等は可能とする。



①教科担任制加配状況

②英語専科指導加配状況

３.提案の結果
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⑶当県の状況変化

項目 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

県内学校数 198 193 189

配置校数 25 41 59

配置校割合 12.6％ 21.2％ 31.2％

配置市町村数（全19市町村） ４ ８ 10

項目 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

県内学校数 198 193 189

配置校数 24 26 27

配置校割合 12.1％ 13.5％ 14.3％

配置市町村数（全19市町村） ９ ９ ９



小学校教科担任制加配を配置できた市町村、学校数・人
数

赤囲みが該当 ８市２町／全１９市町村

松江市
１８校、３３人

出雲市
１４校、３１人

安来市
５校、５人

益田市
５校、８人

雲南市
２校、２人大田市

１校、２人江津市
３校、３人

浜田市
８校、８人

吉賀町
１校、１人

津和野町
２校、２人

３.提案の結果

⑶当県の状況変化
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小学校英語専科指導加配を配置（本務校）できた市町村、学校数・人数

赤囲みが該当 ８市１町／全１９市町村

松江市８校･８人出雲市６校・６人

安来市２校・２人

雲南市３校・３人

大田市１校・１人

江津市１校・１人

浜田市３校・３人

益田市２校・２人

隠岐の島町１校・１人

３.提案の結果

⑶当県の状況変化
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３.提案の結果

• 教科担任制加配のリーフレット作成
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４.提案後の所感
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要件緩和により柔軟な配置が可能

小規模校においても質の高い教

育を行う加配人材の配置・確保が

実現。



ご清聴ありがとうございました


